
要介護度 単位 基本加算 国保分90%
利用者分

10%
段階 居住費

１ 日 あ た り

合 計
３ ０ 日 分

第 １ 段 階 880円 1,831円
第 ２ 段 階 880円 2,131円
第 ３ 段 階 ① 1,370円 3,021円
第 ３ 段 階 ② 1,370円 3,321円
第 ４ 段 階 3,050円 5,551円
第 １ 段 階 880円 1,983円
第 ２ 段 階 880円 2,283円
第 ３ 段 階 ① 1,370円 3,173円
第 ３ 段 階 ② 1,370円 3,473円
第 ４ 段 階 3,050円 5,703円
第 １ 段 階 880円 2,061円
第 ２ 段 階 880円 2,361円
第 ３ 段 階 ① 1,370円 3,251円
第 ３ 段 階 ② 1,370円 3,551円
第 ４ 段 階 3,050円 5,781円
第 １ 段 階 880円 2,143円
第 ２ 段 階 880円 2,443円
第 ３ 段 階 ① 1,370円 3,333円
第 ３ 段 階 ② 1,370円 3,633円
第 ４ 段 階 3,050円 5,863円
第 １ 段 階 880円 2,232円 66,960円
第 ２ 段 階 880円 2,532円 75,960円
第 ３ 段 階 ① 1,370円 3,422円 102,660円
第 ３ 段 階 ② 1,370円 3,722円 111,660円
第 ４ 段 階 3,050円 5,952円 178,560円
第 １ 段 階 880円 2,316円 69,480円
第 ２ 段 階 880円 2,616円 78,480円
第 ３ 段 階 ① 1,370円 3,506円 105,180円
第 ３ 段 階 ② 1,370円 3,806円 114,180円
第 ４ 段 階 3,050円 6,036円 181,080円
第 １ 段 階 880円 2,398円 71,940円
第 ２ 段 階 880円 2,698円 80,940円
第 ３ 段 階 ① 1,370円 3,588円 107,640円
第 ３ 段 階 ② 1,370円 3,888円 116,640円
第 ４ 段 階 3,050円 6,118円 183,540円
　１８　単　位
　１８　単　位

14.0%
１ ８ ４ 単 位 注1　食費は朝食380円、昼食800円、夕食670円とします。

８ 単 位 注2　食費が負担限度額を下回る場合は、その額が利用料となります。

４ 単 位 注3　介護職員等処遇改善加算Ⅰは、令和6年6月より改正となります。

８ 単 位 注4　負担限度額認定証をお持ちの方は、令和6年8月より改定となります。看護体制加算Ⅱ（特養空床利用した場合）

療養食加算（１食）

976 36

11,353円

②夜勤職員配置加算Ⅱ

看護体制加算Ⅰ（特養空床利用した場合）

①サービス提供体制加算Ⅱ

③介護職員等処遇改善加算Ⅰ
送迎加算（片道）

1,000円

1,000円
1,300円

1,218円
600円

12,171円

要介護　３ 1,052円

要介護　４

要介護　５

838

908 36

36 10,511円

1,850円

651円

881円

300円
600円

1,850円

1,850円

300円
600円

963円

8,022円

300円

1,136円

1,850円
1,300円

600円

1,300円

300円

1,300円

600円

要支援２

要介護　２

要介護　１

764

696

649

36

300円

9,621円

1,000円

1,000円

1,300円

600円

300円
1,850円

300円

1,300円

1,000円

1,000円

明尽苑ショートステイサービス別館　利用料

1,300円

1,850円

8,803円

6,506円

36

803円

1,000円

18

食費　※負担限度額
注1、注2参照

600円

                   R6.4.1現在

1,850円

18

一日の基本料金＝利用者分１０％＋食費＋居住費

523要支援１

＊①は基本加算です。要支援１，２は①１８単位 要介護１～５は①+②３６単位が付きます。
＊③介護職員処遇改善加算は基本サービス単位と基本加算を足したものに14.0％を掛けたものです。



要介護度 単位 基本加算 国保分80% 利用者分20% 段階 居住費
１ 日 あ た り

合 計
３ ０ 日 分

　１８　単　位

　１８　単　位

8.3%
１ ８ ４ 単 位 注1　食費は朝食380円、昼食800円、夕食670円とします。

８ 単 位 注2　食費が負担限度額を下回る場合は、その額が利用料となります。

４ 単 位 注3　介護職員等処遇改善加算Ⅰは、令和6年6月より改正となります。

８ 単 位 注4　負担限度額認定証をお持ちの方は、令和6年8月より改定となります。

要支援１ 1,302円

976

要介護　４

36

36

2,271円

36

36要介護　２

明尽苑ショートステイサービス別館　利用料　　　（　負担割合証２割　）

一日の基本料金＝利用者分２０％＋食費＋居住費

                   R6.4.1現在

18

食費（3食）
※注1参照

523 18

1,605円要支援２

6,506円

8,803円

2,103円

8,022円

1,761円

1,925円

要介護　１

764

649

696

36908

看護体制加算Ⅰ（特養空床利用した場合）

①サービス提供体制加算Ⅱ

②夜勤職員配置加算Ⅱ

療養食加算（１食）

③介護職員等処遇改善加算Ⅰ

送迎加算（片道）

9,621円

10,511円

11,353円

要介護　５

看護体制加算Ⅱ（特養空床利用した場合）

要介護　３

2,435円

838

12,171円

第４段階

6,202円

6,661円

1,850円 3,050円

6,505円

220,050円7,335円

6,825円

210,090円

7,171円 215,130円

7,003円

＊①は基本加算です。要支援１，２は①１８単位 要介護１～５は①+②３６単位が付きます。
＊③介護職員処遇改善加算は基本サービス単位と基本加算を足したものに14.0％を掛けたものです。



要介護度 単位 基本加算 国保分70% 利用者分30% 段階 居住費
１ 日 あ た り

合 計
３ ０ 日 分

　１８　単　位

　１８　単　位

8.3%

１ ８ ４ 単 位 注1　食費は朝食380円、昼食800円、夕食670円とします。

８ 単 位 注2　食費が負担限度額を下回る場合は、その額が利用料となります。

４ 単 位 注3　介護職員等処遇改善加算Ⅰは、令和6年6月より改正となります。

８ 単 位 注4　負担限度額認定証をお持ちの方は、令和6年8月より改定となります。

療養食加算（１食）

48

242,910円

8,350円 250,500円

看護体制加算Ⅱ（特養空床利用した場合）

看護体制加算Ⅰ（特養空床利用した場合）

②夜勤職員配置加算Ⅱ

257,850円8,595円976

送迎加算（片道）

7,830円

7,307円

要介護　２

要支援２

要介護　１

764

696

649

6,506円 6,852円

7,585円

1,850円2,930円 3,050円

12,315円

8,097円

第４段階

8,022円

明尽苑ショートステイサービス別館　利用料　　　（　負担割合証３割　）

一日の基本料金＝利用者分３０％＋食費＋居住費

                   R6.4.1現在

18

食費（3食）
※注1参照

523 18

2,407円

要支援１ 1,952円

48

2,685円

11,497円

8,948円

3,197円

9,765円

48

48

3,450円

48

838

908

10,655円

③介護職員等処遇改善加算Ⅰ

①サービス提供体制加算Ⅱ

要介護　４

要介護　５

要介護　３

3,695円

＊①は基本加算です。要支援１，２は①１８単位 要介護１～５は①+②３６単位が付きます。
＊③介護職員処遇改善加算は基本サービス単位と基本加算を足したものに14.0％を掛けたものです。


